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エ
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ギ
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費
性
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改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
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今
国
会
に
政
府
が
提
出
し
た
本
法
律
案
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
質
問
い
た
し
ま
す
。 

一 

諸
外
国
に
お
い
て
は
、
省
エ
ネ
基
準
適
合
義
務
の
例
外
措
置
と
し
て
、
歴
史
的
な
価
値
を
保
護
す
る
建
物
、
二
年
以
内
の

使
用
が
想
定
さ
れ
る
仮
設
建
築
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
少
な
い
工
場
、
非
居
住
用
の
農
業
用
建
物
、
外
気
に
開
放
さ
れ
て

い
る
建
築
物
等
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
法
律
案
施
行
後
、
建
築
物
に
対
す
る
断
熱
化
等
の
義
務
の
例
外
と
な
る
建
物
は

ど
の
よ
う
な
建
築
物
で
し
ょ
う
か
。 

二 

建
築
基
準
法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
基
づ
き
、
建
築
士
が
設
計
し
た
木
造
二
階
建
て
以
下
、
且
つ
、
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
は
、
所
謂
四
号
特
例
に
よ
り
、
確
認
時
に
は
一
部
の
審
査
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
本
法
律
案
施

行
後
は
木
造
二
階
建
て
が
二
号
と
な
り
、
建
築
申
請
手
続
き
時
の
審
査
が
義
務
と
な
り
審
査
数
が
増
加
し
ま
す
。
建
築
主
の

申
請
事
務
作
業
や
自
治
体
の
審
査
・
確
認
業
務
が
義
務
と
な
り
行
政
側
の
審
査
が
追
い
つ
か
ず
、
審
査
を
す
る
側
の
専
門
性

の
欠
如
や
人
員
不
足
に
よ
る
間
違
い
が
起
き
か
ね
な
い
と
憂
慮
し
て
い
ま
す
。
各
自
治
体
の
審
査
体
制
の
拡
充
を
国
土
交
通

省
と
し
て
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
の
か
お
答
え
く
だ
さ
い
。 
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三 

改
正
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
の
二
等
に
よ
っ
て
建
築

物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
が
図
ら
れ
ま
す
。
地
球
温
暖
化
を

抑
え
る
た
め
に
、
屋
根
上
の
太
陽
光
発
電
の
導
入
は
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
震
災
が
起
き
た
時
の
対
処
方
法
に
つ
い
て

周
知
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
が
損
壊
・
破
損
し
た
時
の
取
り
扱
い
を
法
律
施
行
に
合
わ
せ
て
周
知
す

べ
き
と
考
え
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

四 

経
済
産
業
省
及
び
環
境
省
の
Ｚ
Ｅ
Ｈ
（
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
）
の
補
助
金
の
申
請
は
、
一
般
社
団
法

人
環
境
共
創
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
登
録
さ
れ
て
い
る
Ｚ
Ｅ
Ｈ
ビ
ル
ダ
ー
／
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
設
計
、
建
築
や
改
修
、
又
は
販
売
し

て
い
る
建
築
物
の
み
が
対
象
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

五 

太
陽
光
パ
ネ
ル
は
二
十
年
か
ら
三
十
年
で
交
換
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
屋
根
上
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
が
推
奨
さ
れ
、
数
十

年
後
に
古
い
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
が
屋
根
に
の
っ
た
ま
ま
空
き
家
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
点
検
が
行
わ
れ
ず
老
朽

化
し
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
や
ケ
ー
ブ
ル
か
ら
火
災
が
発
生
す
る
よ
う
な
事
態
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
太
陽
光
発
電
を
促
進
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
長
期
的
に
パ
ネ
ル
が
放
置
さ
れ
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て
も
検
証
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


